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協議第１号 

「（仮称）第２次宇都宮市国保経営改革プラン」（素案）の策定について 
 

◎ 趣 旨 

「（仮称）第２次宇都宮市国保経営改革プラン」について，現状・課題，基本的な

考え方，施策目標，施策の方向性等を整理したことから，その内容を協議するもの 

※ 施策，取組については次回協議予定 

 

１ 策定の考え方 

・ 国民健康保険については，国保財政の基盤強化を図るため，平成３０年度から

県と市が共同保険者となるとともに，県が財政運営の主体となり，県内統一的な

国保事業に係る方針である「栃木県国民健康保険運営方針」（以下「県運営方針」

という。）を定めるなど，新制度が施行されたところである。 

・ 本市においても引き続き，本市としての国保財政運営の健全化を図り，将来に

わたり安定的で継続的な医療保険制度として維持していくため，県運営方針等を

踏まえつつ，これまで取り組んできた収納率の向上や医療費の適正化等に，より

一層取り組むことが求められている。 

・ こうしたことから，制度改正など本市国保を取り巻く環境の変化や，現状・課

題等に的確に対応できるよう，平成３０年度で終了する現行計画を改定し，新た

に計画を策定する。 

 

２ 計画（素案）の内容（協議事項）…別紙１，参考１ 

  現状と課題の整理 

・ 国の制度改正をはじめとする国保を取り巻く環境の変化や本市国保の現状の

整理及び，現行計画の評価等を行い，それらを踏まえた課題を導出 

 

  基本的な考え方の整理 

・ 基本的な考え方がより明確かつ分かりやすくなるよう，項目を簡潔に整理 

・ 「本市国保の使命（ミッション）」を「基本理念」に変更 

・ 「事業運営の方針」と「本市国保の将来像（ビジョン）」を統合し，「基本    

方針」として整理 
 

  目標の設定（平成３６年度時点） 

・ 本市国保の課題や基本的な考え方を踏まえた施策目標を設定するとともに，そ

の達成に向けた主な指標として，収納率向上と医療費適正化に係る目標を設定 

ア 施策目標（一般会計繰入金（財政安定化支援分）） 

⇒ 引き続き保険者（市）の責務として，収納率の向上や医療費の適正化など，

大限の経営努力を行うことにより，繰入金の削減に努める。 

・ 本市国民健康保険の財政健全化（収支均衡による独立経営）を実現するま

での対応として，被保険者の負担軽減を 大限に考慮しながら，一般会計か

らの繰入（財政安定化支援分）を可能な限り行っているところであるが，高

協議第１号 
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齢化等に伴う１人当たり医療費の増大及び被保険者数の減等に伴う税収の

減少等により，今後も更なる財源不足の拡大が予測される。 

・ しかしながら，国の指針に基づき県が策定した県運営方針においては，市

町国民健康保険特別会計の赤字解消と財政の健全化について言及している

ことから，保険者（市）の責務として，引き続き，収納率の向上及び医療費

適正化の取組等による経営努力を 大限行うことで，繰入金の削減に努める

ことが必要である。 

・ なお，繰入金については，県が示す国保事業費納付金（県内の総医療費及

び毎年国から提示される各種係数等を基に県が算定し，被保険者数や医療費

水準等に応じて各市町に配分する）に左右されることとなり，市単体で市の

予算における一般会計繰入の金額を見通すことが困難となったことから，具

体的な金額の目標設定はしない。  
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イ 指標１（保険税収納率の向上） 

⇒ 現年度収納率：９２．００％ 

・ 各種収納対策により，保険税収納率は着実に向上している（平成２９年

度実績８７．２８％。平成２２年度比で平成２９年度までに３．６１％上

昇）が，これまでの議論の結果や答申等を踏まえ，より一層の収納対策に

取り組むことが必要であることから，県運営方針における収納率目標に準

じて，９２．００％（年０．６７％の上昇率）に目標を設定する。 

後述の「指標２」に基づき推計

（百万円） （円）

（人）

「栃木県運営方針」より 

＜推計条件＞ H30 年度：直近の実績      H31～36 年度：増減率の過去 5 年平均 
       H34～36 年度：増加率に加え，団塊の世代の後期高齢者への移行を考慮し，年度あたり 500 人差引 

〔図〕県内総医療費の推計と宇都宮市１人あたり医療費の推計 
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「栃木県国民健康保険運営方針」より抜粋 

ウ 指標２（医療費の適正化）  

⇒ １人当たり医療費の増加率：平成２９年度対比で２０．１２％以内 

・ 本市の過去５年間の対前年比１人当たり医療費の増加率平均実績は３．

１７％であり，県運営方針の１人当たり医療費の増加率等の推計値を参考

に算出した今後の伸び率は２．６５％である。平成３０年度より県が財政

運営の主体となり，各市町が一体となって医療費適正化を推進することか

ら，対前年比が２．６５％で計画期間の 終年度である平成３６年度まで

推移し，平成２９年度対比で２０．１２％以内を目標として設定する。 

 

〔図〕1人あたり医療費（対前年比）の実績（H24～H29）及び推計（H30～H36） 
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  施策の方向の整理 

・ 本市国保の課題や基本的な考え方を踏まえるとともに，施策目標の達成に向

け，施策の方向性を整理 

・ 施策及び具体的な取組については，次回の国保運営協議会にて協議 

 

３ 今後のスケジュール 

平成３１年 ２月  国保運営協議会において「計画」（案）の協議 

計画策定 

第４章 市町における保険税の徴収の適正な実施に関する事項 

  ２ 収納率目標の設定 

（２）収納率目標 

   保険者規模別の現年度分の保険税収納率の目標は、栃木県市町村国民健康保険広

域化等支援方針に定める目標にそれぞれ 3％を加えて、次のとおりとする。 

   ・被保険者数 1万人未満の保険者・・・・・・・・・・・・・・・95％以上 

   ・被保険者数 1万人以上 5 万人未満の保険者・・・・・・・・・・94％以上 

   ・被保険者数 5万人以上 10万人未満の保険者・・・・・・・・・ 93％以上 

   ・被保険者数 10万人以上の保険者・・・・・・・・・・・・・・ 92％以上 

（％） 実績 推計

H29 年度比
20.12%



 

 

 
 
 
 

 

４ 本市国保の現状…参考６ 

２ 国保を取り巻く環境…参考４，参考５ 

１ 策定の趣旨…参考２，参考３ 

(1) 制度の構造的な問題 
構造的に保険税負担能力の低い無職者や低所得者が多く加入していることや，被保険者の高

齢化，医療技術の高度化などにより医療費が増加していることなどから，財政基盤が脆弱 
(2) 国民健康保険制度改正（平成 30 年度～） 

① 運営の在り方の見直し 
都道府県と市町村が共同保険者となり，それぞれの役割を担う 
＜都道府県の役割＞ 
・財政運営の責任主体となり，国保運営の中心的な役割を担う 
・都道府県内の統一的な方針である「国民健康保険運営方針」を作成し，市町村が担う
事務の効率化，標準化，広域化を推進 

・標準保険料（税）率の算定，国保事業費納付金の決定，保険給付費等交付金の支払い 
＜市町村の役割＞ 
・資格管理，標準保険料（税）率等を参考にした税率の決定，賦課徴収，保険給付，保健

事業などを引き続き実施 
・国保事業費納付金の納付 

② 財政支援の拡充 
低所得者対策強化のための財政支援の拡充や，医療費適正化に向けた取組等に対する公費配分

制度である「保険者努力支援制度」の創設 

(1) 策定の背景 
本市においては，平成 22 年 6 月に策定した「宇都宮市国保経営改革プラン」に基づき，国

保財政の健全化を図るため，各種施策に取り組んできたが，被保険者の高齢化等により 1人当
たりの医療費が増加する中，被保険者数の減少に伴う課税額の減少等により保険税収が伸び悩
む等，国保財政の状況は厳しさを増している。 
こうした中，国保財政の基盤強化を目的とした国の国保制度改革により，平成 30 年度から

都道府県と市町村が共に国保の運営を担うこと等が定められたが，市町村においては，引き続
き収納率向上や医療費適正化への取組が求められている。 

(2) 策定の目的 
制度改革の内容を踏まえながら，本市国保を将来にわたり安定的・持続的な医療保険制度と

して維持していくため，第２次宇都宮市国保経営改革プランを策定し，より一層の経営努力に
取り組む。 

(3) 計画の位置付け 
「栃木県国民健康保険運営方針」に基づくとともに，本市国保財政の健全化を図るための計画

(4) 計画期間                   
2019（H31）年度から 2024（H36）年度までの 6年間 

３ 現行計画（H22～30）の実績と評価…別紙２ 

【計画（施策）の目標】 
(1) 一般会計繰入金（財政安定化支援分） 

H30 目 標：国保制度が抱える構造問題に対応するための繰入金＊を一定の目安に削減に 
努める。(＊H26 税率改定時の試算値で 10 億 3,500 万円) 

H29 実 績：４億２，０００万円 
⇒引き続き繰入金の削減に努めることが必要 

(2) 現年度収納率 
H30 目標値：８９．５０％（H25 中核市（税方式）平均 89.50%を目標に設定） 
H29 実 績：８７．２８％ 
⇒目標を下回っており，引き続き収納率の向上を図ることが必要 

(3) 医療費の適正化 
・市民（被保険者）1人当たり医療費の増加率（対前年比） 
H30 目標値：２．２５％（H20～25 年度平均実績 3.32％） 
H29 実 績：２．８９％ 
⇒目標は未達成であり，引き続き医療費適正化に努めることが必要 

・対平成 25 年度比医療費総額の増加率 
H30 目標値：１３．１８％（栃木県医療費適正化計画より） 
H29 実 績：△２．００％ 
⇒目標は達成しているが，被保険者数の減少の影響が大きい 

「（仮称）第２次宇都宮市国保経営改革プラン」【概要版】 

５ 本市国保の課題《課題の総括》 

 

３ 国保財政の健全化  ※【３ ，４-キ・ク・ケ・コ・サより導出】 

・ 保険者（市）の責務として，現在の国保財政の収支均衡を図り，将来にわたり市民が安心して医療を受けること

ができる環境を整備するため，制度改革の内容を的確に踏まえつつ，共同保険者である県と連携・協力しながら，

国保事業の安定的な運営を図るための財政健全化に取り組むことが必要 

エ 保険税の収納状況：収納率は，各種収納対策の強化により，現年度分は平成 22年度以降向上。滞納繰越額は年々減

少。課税世帯構成は 200 万円以下世帯が 79.4%。世帯主年齢層は 60 歳以上が 61.4%。現年度収納率は世帯主年齢に比

例して高い。

ア 世帯数・被保険者数の推移：平成 25 年度以降は，世帯数，被保険者数ともに減少傾向。雇用情勢が上向き有効求人

倍率が増加したことや平成 28 年度からの短時間労働者の社会保険への適用拡大により，社会保険加入者が増加してい

る。「前期高齢者」は平成 28 年度に減少に転じた。 

イ 保険税の税率等の状況：税率は基本的に 2年ごとに見直し。 近は平成 26 年度に改定。平成 31 年度までは現行税

率で財政運営が可能である見通し。平成 20 年度に資産割廃止。平成 20 年度から後期高齢者支援金分が課税開始。課

税限度額は段階的に引き上げ。 

ウ 保険税の課税状況：税率改定の影響により平成 26 年度には，課税額，1 世帯当たり課税額，1人当たり課税額とも

増加したが，平成 27 年度以降はいずれも年々減少している。 

オ 医療給付費の推移：医療給付費は，平成 29年度では約 334 億円。被保険者数は平成 24 年度以降減少傾向にあり，

近年では特にその傾向が顕著である。しかし，1人当たり医療費は年々増加し，平成 29 年度では 337,736 円。 

カ １人当たり医療費の増加の主な要因：年齢階級別における 1人当たり医療費は高齢者になるほど高い。国立社会保

障・人口問題研究所による将来人口推計では，平成 37 年度には 45 歳未満の若年層が減少し，45歳以上の中高年層が

増加となる見込みであることから，1 人当たり医療費は高くなると予想。疾病分類別統計では生活習慣病に関連する

医療費が全体の 40.2%。 

サ 国保事業費納付金の状況：制度改正により導入された「国保事業費納付金」（県全体の保険税収納必要総額を，各

市町の被保険者数，医療費水準等により県が配分）の平成 30 年度納付金額は 144 億円（県全体の納付金額の約 1／4）。

ケ 国保基金の推移：平成 29 年度末の国保基金は約 4.1 億円であり，納付金などへの活用が困難な状況。 

別紙１ 

１ 収納率の向上  ※【３ ，４-ア・イ・ウ・エ・コより導出】 

・ 保険税は国保事業運営のための基幹的な財源であり，被保険者の負担の公平性の観点からも収納

率の向上を図ることが必要であることから，納税意識の高揚や納税環境の整備などによる滞納の抑

制に努めるとともに，滞納者への納税指導・滞納処分の強化などに一層取り組むことが必要 

コ 保険者努力支援制度の取組状況：制度改革により創設された「保険者努力支援制度」は，市町村の経営努力に対し

評価・配点し，公費配分を行っている。平成 30年度の獲得点数は 400 点（790 点満点），県内 25市町中 15位。 

キ 歳入・歳出決算額の推移：1 人当たり医療費の増加等により，歳入・歳出決算額の規模も増大していたものの，被

保険者数の減少に伴い，平成 27 年度をピークに減少傾向にある。 

ク 実質単年度収支の推移：平成 26 年度は，税率改定による税収の増加等により黒字となったものの，平成 27 年度以

降は財源不足に対する一般会計からの繰入により収支均衡を図っており，赤字となっている。

※「栃木県国

民健康保険

運営方針」・ 
「保険者努

力支援制度」 
を踏まえる 

２ 医療費の適正化と保健事業の推進  ※【３ ，４-オ・カ・コより導出】 

・ 超高齢化社会が到来し，高齢者人口が今後も増え続ける中で，皆保険制度を持続可能な

ものとするため，今後も疾病の予防を重視した保健事業を展開するとともに，ジェネリッ

ク医薬品の普及のほか，特定健診・特定保健指導をはじめとする，被保険者の生活習慣病

の発症予防となる取組や，健診データ・レセプトデータ等を活用した糖尿病重症化予防対

策の推進などによる医療費の適正化に向けたより一層の対策が必要 

※現行計画の「(4) アクションプランの 
策定」は裏面「８ 計画の推進」へ移動

※下線は現行計画との変更点 
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７ 施策の展開 
 

 

６ 基本的な考え方 

「（仮称）第２次宇都宮市国保経営改革プラン」【概要版】 

(1) 健全で安定した運営の確保 

・国保の財政基盤強化に取り組み，収支均衡を図りながら，

事業を安定的に運営します。 

⇒ 収支均衡による独立経営，保険者としての経営努力，

概ね２年ごとの税率の見直し，国保給付基金の涵養

【施策の方向】…別紙３，参考７ 

施策目標（H36 年度時点） 
◎一般会計繰入金(財政安定化支援分) 

⇒ 引き続き保険者（市）の責務として，収納率の向上や医療費の適正化など， 大限の経営努力を行うこと
により，繰入金の削減に努める。 
※H30 年度以降の一般会計繰入金については，県が示す国保事業費納付金（県内の総医療費等を踏まえ県が
算定し各市町に配分する）に左右されることとなり，市単体で市の予算における一般会計繰入の金額を見通
すことが困難となったため，具体的な金額の目標設定はしない。 

国民健康保険（制度・事業）
の理解促進 

情報発信 

８ 計画の推進 

(1) 推進体制 

・国民健康保険運営協議会に報告し，計画の推進を図る。 

(2) 進行管理 

 ・計画推進のため，事業の具体的な取組を明確にした「国保アクショ

ンプラン」を毎年度策定する。 

 ・ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理を行う。 

・国民健康保険運営協議会において進捗の評価を行い，必要に応じ適

宜計画を見直す。 

基本方針 

業務改革の推進制度改革への対応 

５ 本市国保の課題《課題の総括》（表面より再掲） 

 １ 収納率の向上 

２ 医療費の適正化と保健事業の推進 

基本理念 

参照  国民健康保険法 

（この法律の目的） 

第１条 この法律は，国民健康保険事業の健全な運営を確保し， 

もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする 

【主な施策（イメージ）】※ 現行計画のまま 

・国民健康保険情報等の発信 

・口座振替の加入促進 
⇒ﾍﾟｲｼﾞｰ口座振替受付サービスの拡大 等 

・納税環境の整備 
⇒ﾍﾟｲｼﾞｰ納付導入，ｺﾝﾋﾞﾆ納付の利用拡大 等 

・納税催告センターの活用  
・電話催告  ・臨戸訪問 
・全庁支援，部内支援 

・休日納税相談 ・臨戸訪問【再掲】 
・文書催告 
⇒ｶﾗｰ催告の強化 等 

・資格証明書，短期被保険者証の交付

・滞納処分の強化 
⇒換価の早期実施，捜索・公売の実施 等 

・特別収納対策室との連携 

・二重資格の解消 
⇒ねんきんﾈｯﾄを活用した資格調査 等  

・ジェネリック医薬品の普及促進 
⇒差額通知の送付（対象者の拡大） 等 

・医療費通知の充実 
・レセプト点検の推進 
⇒療養費の内容点検強化 等 

・適正受診の推進 
⇒重複・多受診者への保健指導の実施 等 

・特定健康診査・保健指導の推進 
⇒健診ｻﾎﾟｰﾄ事業，健診予約ｼｽﾃﾑの構築， 
健診 PR 応援事業，実施機関の拡充， 
各種機会を活用した保健指導の実施 等 

・人間ドック・脳ドックの推進 
・ヘルスプランうつのみや事業の推進 
⇒生活習慣病（糖尿病）の重症化予防（HbA1c 検査の
必須化等），重複・多受診者への保健指導【再掲】，
各種生活習慣病予防関連事業  等

・健康づくり支援事業の推進 
⇒職域保健との連携事業の実施， 
各種健康づくり関連事業（全庁的な取組） 等 

・事務の効率化 

次回の 

運協で協議 

健全で安定的な運営を確保し，市民（被保険者）が， 

病気やけがをした場合に安心して医療を受けられるととも

に，健やかに暮らしていけるよう保健の向上を図る 

３ 国保財政の健全化 

(2) 被保険者の健康の保持増進 

・市民がいつでもどこでも必要な医療を受けることができ

る医療保険を維持します。 

⇒ 医療費適正化の推進 

・市民の疾病の早期発見・予防及び健康づくりに係る環境

を充実させ，市民の健康の保持増進を図ります。 

⇒ 保健事業の推進 

(1)  (2) 

 

医療費の適正化 

 

 

 

 

 

 
 
 
医療費の適正化 

 
 
生活習慣病の 
発症予防・重症
化予防 
 

 
健康づくりを支
える環境の充実 

保
健
事
業
の
推
進 

【指標２】 

1 人当たり医療費

の増加率 

 

基準年(H29)  

▽ 

＜目標値＞ 

H29 年度対比で 

20.12％以内に 

抑える(H36) 
 

 

保険税収納率の 

向      上 

 

 
納期内納付の 
推進 

早期納付の 
推進 

納税相談 
機会の拡充 

滞納者への 
指導強化 

資格の適正化 

【指標１】 

現年度収納率 

 

＜現状値＞ 

87.28%(H29) 

▽ 

＜目標値＞ 

92.00%(H36) 
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◆現行計画の実績と評価について 

１ 一般会計繰入金 ⇒ 引き続き繰入金の削減に努める。               ２ 現年度収納率 ⇒ 目標を下回っており，引き続き収納率向上を図る。 

《目標の達成状況》 

        目 標      実 績                

 ２９年度   ８９．５０％   ８７．２８％ 

（２８年度   ８８．８０％   ８６．７４％） 

 

※ 計画期間を延伸したため，平成３０年度の目標値については，平成２９年度の目標値をそのまま採用 

（裏面「３」も同） 

 

【参 考】現年度収納率の推移                         （単位：％） 

 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

現年度

収納率
84.91 85.64 86.05 86.43 86.74 87.28 

 

 

 

 

 

《目標の達成状況》 
 
 

 

区分・年度 24年度決算 25年度決算 26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度決算

臨時的収入
などの
特殊要因(Ａ)

696,862 1,058,372 469,836 352,766 0 0

財源不足に
対する繰入額
（決算値）(Ｂ)

407,267 358,245 0 336,284 510,621 424,197

実質的な
財源不足額
(Ａ+Ｂ) 1,104,129 1,416,617 469,836 689,050 510,621 424,197

・一般会計からの繰入により収支均衡を図ってきている状況であり，平成 26 年度は税率改定などによって財源不足は

発生しなかったものの，平成 27 年度以降は再び財源不足による繰入を行っている。（図の   部分） 

 ⇒ 24～27 年度については，下記の特殊要因（図の   部分）により繰入金が減少。 

【24～27 年度】 

・震災被災の保険者に対する国の財政支援あり 
＜財政支援がない場合の財源不足額＞ 
24 年度：＋696,862 千円，25 年度＋1,058,372 千円，26 年度：469,836 千円，27年度：689,050 千円 

目 標 

３０年度 ※８９．５０％ 

・現年度収納率は，目標には及ばないものの，各種収納対策や差押の強化により，年々

向上している。（２４年度比で２９年度は２．３７ポイント向上） 

・引き続き口座振替の加入促進や納税意識の高揚などに努めるとともに，コンビニ納付

やペイジー納付の利用促進を図ることにより，納期内納付を推進し，滞納の抑制に努

める。（納期内納付の推進） 

・滞納者に対しては，職員と納税催告センターが分担及び連携し，あらゆる手段を講じ

て接触の機会を確保の上，納付資力を早期に見極め，納税指導の強化に努める。ま

た，納付資力がある過年度分滞納者には，差押などの滞納処分を厳正に執行するとと

もに，現年度分滞納者に対しても差押や換価を早期に実施するなど，より一層の滞納

処分の強化を図る。（納税指導及び滞納処分の強化） 

・平成２９年度は４億２千万円の繰入を行っている状況である。 

・平成３０年度以降は，県が財政運営の責任主体となり，必要な給付費を県から交付される代わり

に，県全体の医療費を県が国保事業費納付金として県内市町に配分し，市はこの納付金を県に納

める方式となった。 

・このため，市の歳出規模（納付金，一般会計繰入金等）を市単体で見通すことが困難となった

が，引き続き保険者（市）の役割として，収納率向上や医療費適正化などにより，国保財政の健

全化に向け 大限の経営努力を行い，繰入金の削減に努める。 

・H26 税率改定による 

実質的財源不足額の減 ・目標値には及ばないが，収

納率が向上したこと 

・国保被保険者数減少に伴う

医療費総額が減少したこと 

・上記要因による実質的財源

不足額の減 

毎 年 度 目標：国保制度が抱える構造問題に対応するための繰入金＊を一定の目安に削

減に努める。(＊H26 税率改定時の試算値で 10 億 3,500 万円) 

２９年度 実績：４億２千万円 

84.91

85.64
86.05

86.43
86.74

87.28

84

85

86

87

88

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

 

別紙２ 
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３ ○ 一人当たり医療費の増加率 ⇒目標は未達成であり，引き続き医療費適正化に努める。 

○ 医療費総額の増加率 ⇒目標は達成しており，医療費の適正化が図られた。 
《目標達成状況》      目 標      実 績 

２９年度    ２．２５％    ２．８９％ 

２８年度    ２．２５％    ２．１６％ 

 

２９年度   １３．１８％   △２．００％ 

２５年度     基準年      基準年 

 

【参 考１】被保険者の年度推移 … ① 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

   被保険者全体 138,360 人 136,493 人 134,427 人 131,313 人 126,121 人 119,701 人

内 

 

訳 

一般（65歳未満） 86,964 人 83,154 人 80,026 人 76,998 人 73,654 人 69,386 人

前期高齢者（65 歳～74歳） 42,956 人 45,121 人 47,434 人 48,982 人 48,988 人 48,521 人

退職被保険者（主に 60～64 歳） 8,440 人 8,218 人 6,967 人 5,333 人 3,479 人 1,794 人

 

 

【参 考２】一人当たり医療費の年度推移（国保事業年報・国保事業月報から） … ② 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

1 人当たり医療費の増加率（対前年比） ３．５７％ ４．５８％ １．６０％ ４．６４％ ２．１６％ ２．８９％ 

   一人当たり医療費 289,010 円 302,239 円 307,069 円 321,312 円 328,260 円 337,736 円

内 

 

訳 

一般（65歳未満） 195,752 円 203,426 円 204,454 円 212,089 円 214,816 円 226,781 円

前期高齢者（65 歳～74歳） 462,636 円 472,817 円 473,366 円 485,005 円 493,986 円 495,188 円

退職被保険者（主に 60～64 歳） 366,238 円 365,512 円 353,527 円 394,802 円 396,393 円 370,648 円

 

 

【参 考３】医療費総額の年度推移（国保事業年報・国保事業月報から） … ③ 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

医療費総額の増加率（対 25 年度比） - 基準年 ０．０６％ ２．２７％ ０．３６％ △２．００％

    医療費総額 400 億円 413 億円 413 億円 422 億円 414 億円 404 億円

内 

 

一般（65歳未満）  170 億円  169 億円 164 億円 163 億円 158 億円 157 億円

前期高齢者（65 歳～74歳）  199 億円  213 億円 225 億円 238 億円 242 億円 240 億円

訳 退職被保険者（主に 60～64 歳）   31 億円   30 億円  25 億円  21 億円 14 億円 7 億円

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

① 平成２４年度以降，被保険者全体は減少傾向にあり，近年では特にその傾向が顕著である。

また，これまで増加傾向であった前期高齢者も平成２９年度に減少に転じた。 

② 平成２９年度の前期高齢者の一人当たり医療費は約４９５千円であり，６５歳未満の被保険

者と比較すると，約２．２倍と大きい。 

③ 被保険者全体の大幅な減少①とともに，医療費の高い前期高齢者も減少に転じた②こと，

また，平成２８年度の薬価のマイナス改定の影響④などにより，全体の医療費総額は基準年

より減少した。 

目 標 

３０年度  ２．２５％ 

目 標 

３０年度 １３．１８％ 

307,069円

321,312円

328,260円

337,736円

250,000円

260,000円

270,000円

280,000円

290,000円

300,000円

310,000円

320,000円

330,000円

340,000円

H24 H25 H26 H27 H28 H29

一人当たり医療費の年度推移

（対前年伸び率の推移）

1.60％

4.64%

2.89％

4.58％

2.16%

302,239円

289,010円

診療報酬改定状況 … ④ 

 ２４年度 ２６年度 ２８年度 ３０年度 

全体 ＋0.004％ ＋0.10％ △0.84％ △1.19 

本体 ＋1.38％ ＋0.73％ ＋0.49％ ＋0.55 

薬価 △1.38％ △0.63％ △1.33％ △1.74 

・医療費適正化については，各種取組により一定の効果をあげている（ジェネリック医薬品差額通知の効果検証結果（年間削減効果額）：約 52,800 千円（H29），レセプト点検の財政効果額：

174,268 千円（H29） 等）ところであるが，超高齢化社会が到来し高齢者人口が今後も増え続ける中で，国民皆保険を維持し，将来にわたり持続可能なものとするためには，医療費の適正化

に資する施策により，その伸びを抑えていくことが必要であることから，短期的に医療費削減効果が見込める施策（ジェネリック医薬品の普及促進，レセプト点検の強化 等）とともに，疾

病の予防や健康づくりに関する意識の啓発など，中長期的な視点を持った施策（特定健康診査・特定保健指導の推進，保健事業の充実等）に継続的に取り組むことにより，適正化に努める。 

413億円

422億円

400億円 404億円

380億円

390億円

400億円

410億円

420億円

430億円

Ｈ

24

Ｈ

25

Ｈ

26

Ｈ

27

Ｈ

28

Ｈ

29

医療費総額の推移

413億円 414億円

2.2 倍

３ ○ 一人当たり医療費の増加率 ⇒目標は未達成であり，引き続き医療費適正化に努める。 

○ 医療費総額の増加率 ⇒目標は達成しているが，被保険者数の減少の影響が大きい。 
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・国保における「リレーションシップの構築」の状態がイメージし
にくいため，「国民健康保険の理解促進」に変更し，目指すべき方
向性を分かりやすくする

―

情報発信
・国保に対する理解促進を図る方法として，情報発信は必要不可欠
であることから，継続 情報発信

・国民健康保険事業等の
発信

・安定した国保財政を運営するためには，引き続き収納率の向上が
重要であることから，継続 ―

納期内納付の推進
・国保の安定的な運営のためには，納期内納付は基本であることか
ら，継続 納期内納付の推進

・口座振替の加入促進
・納税環境の整備

早期納付の推進
・滞納の累積防止を図るためには，初期段階での対応が重要である
ことから，継続 早期納付の推進

・納税催告センター活用
・電話催告・臨戸訪問

納税相談機会の拡充
・納税相談の機会を確保することは，滞納抑制に有効であることか
ら，継続 納税相談機会の拡充

・休日納税相談
・文書催告

滞納者への指導強化
・滞納者への指導強化は，税負担の公平性を確保するためにも必要
であることから，継続 滞納者への指導強化

・滞納処分の強化・特別
収納対策室との連携

資格の適正化
・適切かつ健全な事業運営や収納率向上のために，資格の適正化は
重要であることから，継続 資格の適正化 ・二重資格の解消

・医療費抑制のため，生活習慣病の早期発見・発症予防対策や糖尿
病重症化予防対策に重点を置く国の方向性が今後も予想されること
から，継続

―

医療費の縮減
・「縮減」を「適正化」とし，より適切な表現に変更

医療費の適正化
・ジェネリックの普及促
進・医療費通知の充実

・保健事業の充実を図りながら，より一層の推進をすることが重要
であることから，「充実」から「推進」へ変更 ―

健康診査の推進

・医療費の割合が高い生活習慣病の発症予防・重症化予防のため，
特定健康診査をはじめとした各種施策を実施し，医療費の抑制を図
る内容となるよう変更

生活習慣病の発症予防・
重症化予防

・特定健康診査・保健指
導の推進・ヘルスプラン
うつのみや事業の推進

健康増進

・全市民対象の取組や，保険者間の連携に関する取組は，国民健康
保険の被保険者も一部関連し，医療保険者の役割として，支援する
環境の充実を明確化する必要があることから変更

健康づくりを支える環境
の充実

・健康づくり支援事業の
推進

・国保事務の執行にあたっては，今後も継続的に議論される制度改
革の内容を的確に踏まえながら，制度改革に伴う事務に対応するこ
とが必要であるため変更

―

業務の効率化
・上記項目で変更した「制度改革への対応」に対応した内容となる
よう変更 業務改革の推進 ・事務の効率化

主な施策イメージ
（現行計画のまま）

※次回の運協で協議
指標 旧（現行計画） 変更の考え方 新（改定計画）

保健事業の推進

保険税収納率の向上

医療費の適正化 医療費の適正化

業務改革の推進 制度改革への対応

―

【指標】
1人当たり医療費の

増加率

基準年(H29)
▽

＜目標値＞
H29年度対比で
20.12％以内に
抑える(H36)

【指標】
現年度収納率

＜現状値＞
87.28%(H29)

▽
＜目標値＞
92.00%(H36)

保健事業の充実

―

ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ（信頼関係）の構築
国民健康保険（制度・事業）の
理解促進

保険税収納率の向上

◆ 施策の方向について
別紙３
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２ 国保を取り巻く環境 

１ 策定の趣旨 ３ 本市国保の現状と課題 

(1) 制度の構造的な問題 

国保は，構造的に保険税負担能力の低い無職者や低所得者が多く加入していること

や，被保険者の高齢化，医療技術の高度化などによって医療費が増加していることなど

から，財政基盤が脆弱 

(2) 医療制度改革 

平成 20 年度に老人保健制度が廃止となり，替わって後期高齢者医療制度が創設され，

75 歳以上（一定の障がいがある場合は 65歳以上）の被保険者の同制度への移行や後期

高齢者支援金の負担が発生。また，各医療保険者に 40 歳以上の被保険者を対象とする

特定健康診査・特定保健指導が義務付け 

(3) 経済情勢・雇用情勢 

国の日本経済再生に向けた取組により，経済情勢は回復の兆しが見え始め，雇用情勢

も緩やかに持ち直しつつあるが，依然，国保加入者は被用者保険からの加入者が多く，

無所得者等の低所得者層が増加 

(4) 保険者の都道府県への移行 
「プログラム法」の成立（H25.12）を受け，平成 30 年度からの国保保険者の都道府

県移行へ向け，保険者である市町村は，制度改革の議論の動向を注視しながら，移行に

向けて引き続き財政の安定化を図ることが必要 

(1) 策定の背景 

医療費が増加する中，保険税収が伸び悩み，給付基金も減少するなど，国保財政の

状況はますます厳しい状況に置かれている。 

(2) 策定の目的 

本市の国民健康保険を将来にわたり安定的で持続可能な医療保険制度として維持し

ていくため，より一層の経営努力に取り組む。 

(3) 計画期間 

平成 22 年度から平成 29年度までの 8 年間 

(4) アクションプランの策定 

本計画を推進するため，「国保アクションプラン」を毎年度策定する。 

(1) 本市国保の現状 

 

エ 保険税の収納状況：収納率は，各種収納対策の強化により，現年度分は平成 22年度以降，滞納繰越分は 23 年度

以降向上。滞納繰越分の収納率は中核市中 4 位。滞納繰越額は年々減少。課税世帯構成は 200 万円以下世帯が 75

→78%。世帯主年齢層は 60 歳以上が 52.8→61.3%。現年度収納率は世帯主年齢に比例して高い。 

ア 世帯数・被保険者数の推移：平成 20 年度以降は，世帯数はほぼ横ばい，被保険者数は僅かに減少。「前期高齢者」

は年々増加。 

イ 保険税の税率等の改定の状況：税率は基本的に 2 年ごとに見直し。 近は平成 26 年度に改定。平成 20 年度に資

産割廃止。平成 20 年度から後期高齢者支援金分が課税開始。 

ウ 保険税の賦課状況：ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ後に課税額，1 世帯当たり課税額，1 人当たり課税額とも減少傾向。平成 25 年度

に課税額はやや持ち直し，平成 26年度には，課税額，1世帯当たり課税額，1 人当たり課税額とも増加。 

オ 医療給付費の推移：医療給付費は，平成 25年度では約 335（※287（H20））億円。被保険者数はほぼ同水準で推

移しているが，一人当たり医療費は年々増加し，平成 25 年度では 302,239（※258,265（H20））円。 

カ 医療費増加の主な要因：1 人当たり医療費は 70～74 歳が も高い。国立社会保障・人口問題研究所による将来

人口推計では，平成 32年度に 39歳までの人口は減少傾向，40 歳以上は増大の見込み。1 人当たり医療費の高い年

齢層が増えるため医療費増大が予想。疾病分類別統計では生活習慣病に関連する医療費が全体の 39.6%。 

キ 歳入・歳出決算額の推移：被保険者の高齢化や医療技術の高度化などによる医療給付費の増加，また後期高齢者

医療制度や介護保険制度への拠出金の増加に伴い，国・県からの支出金も増加しているなど，歳入・歳出の決算規

模は年々増大。 

ク 実質単年度収支の推移：平成 20 年度以降は，財源不足に対する一般会計からの繰入により収支均衡を図ってお

り，大幅な赤字。 

ケ 国保給付基金の推移：平成 20 年度には約 2億円に減少し，保険給付などへの活用が困難な状況。 

(2) 本市国保の課題《課題の総括》 

３ 国保財政の健全化  ※【３ -キ・ク・ケ，◆ より導出】 

・ 保険者（市）の責務として，現在の国保財政の収支均衡を図り，将来にわたり市民が安心して医療を受けるこ

とができる環境を整備するためには，国保事業の安定的な運営を図るための財政の健全化が必要 

◆ 現行計画（H22～26）の実績と評価 

【計画（施策）の目標】 

(1) 一般会計繰入金（財政安定化支援分） 

H26 目標値： ３億３千万円（21年度比 50%を目標に設定） 

H25 実 績：１４億２千万円（※実質ベース） 

⇒目標は未達成であり，引き続き繰入金の削減に努めることが必要 
※国の臨時的な財政支援を入れない場合。入れた場合は３億６千万円の繰入金とな

る。 
(2) 現年度収納率 

H26 目標値：８８．００％（H20 中核市平均 88%を目標に設定＊） 

＊平成 25 年度国民健康保険運営協議会においてそれまでの実績に基づき

目標値を見直し，現在は，平成 26年度の目標は 87.00％となっている。

H25 実 績：８５．６４％ 

⇒目標を下回っており，引き続き収納率の向上を図ることが必要 
(3) 医療費の適正化（市民（被保険者）１人当たり医療費の増加率（対前年比））

H26 目標値：２．２５％（H16～18 平均実績の半減を目標に設定） 

H25 実 績：４．５８％ 

⇒目標は未達成であり，引き続き医療費適正化に努めることが必要 

１ 収納率の向上（現年度）  ※【３ -ア・イ・ウ・エ，◆ より導出】 

・ 保険税は国保事業運営のための基幹的な財源であり，被保険者の負担の公平性の観点からも収納率の向上を図

ることが必要 
・ 本市の収納率は，中核市他市と比較すると，現年度分が下位の方であり，納税意識の高揚や納税環境の整備な

どによる滞納の抑制や，納税指導の強化などによるより一層の滞納処分の強化などの対策が必要 

２ 医療費の適正化と保健事業の推進  ※【３ -オ・カ，◆ より導出】 

・ 高齢化の進展等の中で皆保険制度を維持・持続可能なものとするため，今後，治療重点から，疾病の

予防を重視した医療体制へと転換し，被保険者の疾病の早期発見，早期治療となる特定健診・特定保健

指導やがん検診等とともに，健康を保持増進する保健事業の充実や，ジェネリック医薬品の普及のほか，

健診データやレセプトデータ等を活用した疾病予防・重症化予防対策の推進などによる医療費の適正化

に向けた対策が必要 

「宇都宮市国保経営改革プラン」【概要版】 参考１ 現行計画 
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４ 本市国保の使命（ミッション）と将来像（ビジョン） ６ 施策の展開  
 

５ 事業運営の方針 

「宇都宮市国保経営改革プラン」【概要版】 

（１）本市国保の使命 

（ミッション） 

市民（被保険者）が，病気やけがをした場合に

安心して医療を受けられるとともに，健やかに暮

らしていけるよう保健の向上に寄与する。 

（２）本市国保の将来像 

（ビジョン） 

ビジョンの実現に 

向けた４つの視点 

収
支
均
衡
に
よ
る
独
立
経
営 

終
目
標 

組織・人材の視点 

・組織力強化と人材育成 

行政改革の視点 

・業務プロセスの改善 

財務・コストの視点 

・健全な財政運営 (3) 健全で安定

した運営の確保

(2) 被保険者の

健康の保持増

進 

【施策の方向】 

施策目標（H29 年度時点） 
◎一般会計繰入金(財政安定化支援分) 

⇒国保制度が抱える構造問題に対応するための繰入金（10 億 3,500 万円（*））を一定の目安に，
引き続き，「保険税収納率の向上」，「医療費の適正化」など，保険者としての経営努力を
大限に行い，繰入金の削減に努める。 *H26 税率改定時の試算値 

ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌ（゚信頼関係）
の構築 

業務の効率化業務改革の推進 

【主な施策】 

・国民健康保険情報等の発信 

・口座振替の加入促進 
⇒ﾍﾟｲｼﾞｰ口座振替受付ｻｰﾋﾞｽの拡大 等 

・納税環境の整備 
⇒ﾍﾟｲｼﾞｰ納付導入，ｺﾝﾋﾞﾆ納付利用拡大 等 

・納税催告センターの活用 
・電話催告  ・臨戸訪問 
・全庁支援，部内支援

・休日納税相談 
・臨戸訪問【再掲】 
・文書催告 

⇒ｶﾗｰ催告の強化 等 
・資格証明書，短期被保険者証の交付 
・滞納処分の強化 

⇒換価の早期実施，捜索・公売の実施 等 
・特別収納対策室との連携 

・二重資格者の解消 
⇒ねんきんﾈｯﾄを活用した資格調査 等 

・ジェネリック医薬品の普及促進 
⇒差額通知の送付（対象者の拡大） 等 

・医療費通知の充実 
・レセプト点検の推進 

⇒療養費の内容点検強化 等 
・適正受診の推進 

⇒重複・多受診者への保健指導の実施 等 

・特定健康診査・保健指導の推進 
⇒健診ｻﾎﾟｰﾄ事業，健診予約ｼｽﾃﾑの構築，健
診 PR応援事業，実施機関の拡充，各種機
会を活用した保健指導の実施 等 

・人間ドック・脳ドックの推進 

・健康づくり支援事業の推進 
⇒「健康づくり講演会」の開催，職域保健
との連携事業の実施，各種健康づくり関
連事業（全庁的な取組） 等 

・ヘルスプランうつのみや事業の推進 
⇒生活習慣病（糖尿病）の重症化予防
（HbA1c 検査の必須化等），重複・多受診
者への保健指導，各種生活習慣病予防関
連事業（全庁的な取組） 等

・事務の効率化 

保険税収納率の 

向     上 

 

【目標】 

現年度収納率 

85.64%(H25) 

▽ 

89.50％(H29) 

医療費の適正化 

 

【目標１】 

対前年比１人当たり

医療費の増加率 3.32%

(H20～25 平均) 

▽ 

2.25％(H29) 

 

【目標２】 

対 H25 比医療費 

総額の増加率 

▽ 

13.18％（H29） 

保
健
事
業
の
充
実 

 
納期内納付の 
推進 

情報発信 

早期納付の 
推進 

 
納税相談 
機会の拡充 

滞納者への 
指導強化 

資格の適正化 

 
 
 
医療費の縮減 

 
 
健康診査の推進 

 
 
 
 
健康増進 

７ 計画の推進 
(1) 推進体制 

・国民健康保険運営協議会に報告し，計画の推進を図る。 

(2) 進行管理 
 ・ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理を行う。 

・国民健康保険運営協議会において進捗の評価を行い，必要に応じ適宜計画を見直す。 

(1) 被保険者と

のリレーショ

ンシップの構

築 

市民（被保険者）の 

視点 

・市民の満足 

■市民の健康 

・市民がいつでもどこでも必

要な医療を受けることが

できる医療保険を維持す

る。 

・市民は自らの健康づくりに

積極的に取り組む。 

■安定的な事業運営 

・国保の財政基盤を強化し，

事業を安定的に運営する。 

※「⇒」は現行計画策定後に
計上した主な取組
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参考２

　厚生労働省作成
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参考３

栃木県国保医療課作成

※H30年度第1回運協資料



 

 

 

① 県全体の保険給付費の算出 

 

 県全体の医療費額（※１）     ※１ 過去 3 年の実績から推計 

 保険給付費 自己負担 

 

 

 

 

② 県全体の保険税収納必要総額の算出 

 

 

※２ 低所得者対策の財政支援（H27～） 

※３ 財政調整交付金の実質的増額等 

                             （普通調整交付金分等）（H30～） 

 

 

 

③ 各市町の納付金額の算定イメージ 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

  (所得:大 ,人数:大) (所得:中, 人数:大) (所得:小, 人数:中) 

 

 

 

 

 

 

 
   (県平均より大)  (県平均より   (県平均より下) 

             かなり大） 

 

７割 3 割 

参考４ 

事業費納付金算定のイメージ 
※H29年度第2回運協資料

前
期
高
齢
者
交
付
金 

国
・
県
支
出
金
（
※
３
） 

公費支援 

（※２） 

 
県全体の

保険税 

収納必要

総額 

県全体の保険税収納必要総額（Ａ）

甲市 乙市  丙町 

（１）所得・人数のシェア（規模）に応じて配分（Ｂ）

（２）１人当たり医療費の大小による調整（Ｃ）

甲市 
乙市  

丙町

上乗せ負担
上乗せ負担 

負担減

所得シェアの考え方 
・市町の所得総額／県の所得総額 
・本市の県内における割合（平成 27 年度：24.8％） 
 
人数シェアの考え方 
・市町の被保険者総数／県の被保険者総数 
・本市の県内における割合（平成 27 年度：24.3％） 
 

 

医療費水準の考え方 
・本市一人当たり医療費／県全体の一人当たり医療費

・本市の医療費（平成 27 年度：県平均の 1.02 倍，県

内 10 位） 
                   
 ※ 医療費は，全国の標準的な年齢構成を基に算出し

指数化した年齢調整後医療費の地域差指数を使用

 

市町納付金＝（Ａ）×（Ｂ）×（Ｃ）

県国保運営方針連携会議財政分科会資料を基に保険年金課作成 
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資料３ 

厚
生

労
働

省
保

険
局

国
民

健
康
保

険
課

作
成
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参考５

※H30年度第1回運協資料



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚
生

労
働
省
保

険
局

国
民
健
康

保
険
課

作
成
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「本市国保の現状」資料編 

 

 

 

ア 世帯数・被保険者数の推移 

    
   〔図〕 世帯数と被保険者の推移（各年度平均） 

98,343 98,093 95,089 91,028 86,586 81,967 76,622 70,753

40,697 41,214 43,135 45,311
47,598

49,032
48,950

48,494

78,042 78,738 78,880 78,637 78,345 77,628 75,832 73,549

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

【世帯・人】

【年度】

前期高齢者

６５歳未満

世帯数（世帯）

≪保険年金課作成≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考６ 
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イ 保険税の税率等の状況 

  

〔表〕 保険税の税率等 

   年 度 

     

 区 分 

平成 17～19 年度 平成 20～25 年度 平成 26年度～29年度 

医療分 
介護 

納付金分 
医療分 

後期高齢者

支援金分

介護 

納付金分
医療分 

後期高齢者

支援金分

介護 

納付金分

所得割 8.16% 1.7% 6% 2.35% 2.05% 6.36% 2.55% 2.07%

資産割 22% 3% － － － － － －

均等割 27,000 円 7,300 円 23,300 円 8,200 円 8,200 円 25,900 円 9,800 円 10,500円

平等割 30,000 円 6,000 円 20,000 円 7,000 円 6,900 円 19,000 円 7,200 円 6,400 円

課税限度額 53 万円 8万円 47万円

～51万円

12万円

～14万円

9万円

～12万円

51万円 

～54万円 

14 万円

～19万円

12万円

～16万円

    ※ 課税限度額は段階的に引き上げ 

≪保険年金課作成≫ 
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〔表〕 平成 30 年度・31年度本市財政の収支見通し 

 

 

≪「平成 29年度第 4回国保運営協議会」開催通知同封資料≫ 
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ウ 保険税の課税状況 

   

〔表〕 当初賦課時における課税額等の推移 

年 度  

区 分 
22 年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

世帯数（世帯） 79,400 80,220 80,563 80,255 80,091 79,451 78,336 75,788

被保険者数（人） 140,223 140,507 139,645 138,082 135,948 132,907 130,937 123,710

課税額（百万円） 13,219 13,165 13,003 13,042 13,461 12,954 12,626 11,876

１世帯当たり課税額（円） 166,482 164,106 161,407 162,507 168,071 163,046 161,183 156,702

１人当たり課税額（円） 94,269 93,693 93,118 94,451 99,016 97,468 96,431 96,000

       ≪保険年金課作成≫ 
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エ 保険税の収納状況 

 〔図〕保険税収納率の推移 

83.67  84.37  84.91  85.64  86.05  86.43  86.74  87.28 

68.68  69.71  70.37  71.10  71.64  71.29  71.00  71.08 

24.91  26.01  26.60  27.06  26.18  24.65  23.49  23.39 

0

20

40

60

80

100

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

現年度分 全体 滞納繰越分

   
 〔図〕滞納繰越額の推移 

4,494,912 4,395,690 4,318,835 4,280,559 4,221,519 4,155,685 4,102,229 
3,975,519 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

各 年 度 毎 滞 納 繰 越 額 の 推 移

 

 

【千円】

≪保険年金課作成≫ 

≪保険年金課作成≫

（％） 
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〔図〕所得階層別課税世帯構成（平成 29年度現年度分） 

所得なし

（所得不明を含む）

23,302世帯

30.3%

～ 33万円以下

6,307世帯

8.2%

～100万円以下

13,730世帯

17.9%

～200万円以下

17,687世帯

23.0%

～300万円以下

7,975世帯

10.4%

～400万円以下

3,254世帯

4.2%

～500万円以下

1,555世帯

2.0%

500万円超

3,039世帯

4.0%

 

  ≪保険年金課作成≫ 

 

 

 

〔図〕所得階層別収納状況（平成 29年度現年度分） 

1,223,534

162,268

1,005,788

2,888,642

2,228,139

1,231,872

769,864

2,200,141

948,555

141,491

877,588

2,475,781

1,919,294

1,085,524

693,875

2,078,121
77.53%

87.20% 87.25% 85.71% 86.14% 88.12% 90.13%
94.45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

調定額（千円） 収納額（千円） 収納率

 ≪保険年金課作成≫ 

 

 

 

〔図〕世帯主の年齢階層別世帯構成（平成 29 年度現年度分） 
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19歳以下

152世帯 0.2%

20～39歳以下

11,372世帯 14.8%

40～59歳以下

18,132世帯 23.6%

60～69歳以下

21,546世帯

28.0%

70歳以上

25,647世帯

33.4%

 

≪保険年金課作成≫ 

 

 

 

〔図〕世帯主の年齢階層別収納状況（平成 29 年度現年度分） 

2,972

1,150,266

3,329,673

3,908,786 3,318,550

1,717

803,328

2,590,463

3,612,886

3,211,835

57.77%

69.84%

77.80%

92.43%

96.78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

19歳以下 20～39歳以下 40～59歳以下 60～69歳以下 70歳以上

調定額（千円） 収納額（千円） 収納率

≪保険年金課作成≫ 
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オ 医療給付費の推移 

 
〔図〕 医療給付費の推移（総額） 

31343

32362

33450 33551

34478
34016

33351

29500
30000
30500
31000
31500
32000
32500
33000
33500
34000
34500
35000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

医療給付費

 ≪保険年金課作成≫ 

 

 

 

 

〔図〕1人当たり医療費の推移  

279059 289010 302239 307069 321312 328260 337736

448917 462636 472817 473366 485005 493986 495188

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

一人当たり医療費 前期高齢者

≪保険年金課作成≫ 

【円】 

【百万円】 
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カ 1 人当たり医療費増加の主な要因 

 

〔図〕年齢階級別一人当たり医療費（全国） 

0

100

200

300

400

500

600

700

≪厚生労働省「平成 27年度国民医療費の概況」≫ 

 

 

 

〔図〕年齢階級別人口の推計 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

平成27年 平成37年

≪国立社会保障・人口問題研究所 「日本の市区町村別将来推計人口平成 30年 3月推計」≫ 

 

 

【人】 

【千円】 
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〔表〕20 病類別疾病の状況 

 

順位 病類名 
件数 金額 

件 ％ 千円 ％ 

1 消化器系の疾患 24,570 22.0% 354,027 12.8%

2 循環器系の疾患 19,754 17.7% 477,374 17.3%

3 内分泌，栄養及び代謝疾患 11,045 9.9% 195,750 7.1%

4 筋骨格系及び結合組織の疾患 9,165 8.2% 214,788 7.8%

5 呼吸器系の疾患 9,086 8.1% 110,825 4.0%

6 眼及び付属器の疾患 8,422 7.5% 91,419 3.3%

7 皮膚及び皮下組織の疾患 5,564 5.0% 41,426 1.5%

8 精神及び行動の障害 4,948 4.4% 240,429 8.7%

9 新生物 3,706 3.3% 438,547 15.9%

10 腎尿路生殖器系の疾患 3,357 3.0% 218,171 7.9%

合計（1～10） 99,617 89.1% 2,382,756 86.3%

合計（20病類別疾病） 111,770 100.0% 2,763,816 100.0%

≪国民健康保険疾病分類統計表（平成 29年 6月審査分）≫ 
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キ 歳入・歳出決算額の推移 

 

〔表〕歳入・歳出決算額の状況 

（単位：千円）

科　　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

国民健康保険税 12,265,457 12,574,113 12,093,493 11,726,187 11,163,739

国庫支出金 12,682,628 12,324,945 11,925,107 11,996,996 12,263,922

療養給付費等交付金 3,029,058 2,274,858 1,759,948 1,517,644 708,404

前期高齢者交付金 11,217,088 12,044,940 12,914,978 12,675,559 13,644,941

県支出金 2,813,368 2,749,896 2,764,505 2,987,932 2,681,219

共同事業交付金 5,373,297 5,504,495 12,716,373 12,843,991 12,637,662

繰入金 3,319,514 3,696,793 4,922,664 4,514,615 4,610,006

その他の収入 290,998 161,910 157,662 127,242 123,654

計 50,991,408 51,331,950 59,254,730 58,390,166 57,833,547

総務費 510,652 694,695 723,656 589,038 661,622

保険給付費 33,961,911 34,011,573 34,920,714 34,433,803 33,671,924

後期高齢者支援金 7,184,653 7,226,789 7,135,394 6,889,379 6,813,043

前期高齢者納付金 7,397 5,698 4,916 5,036 24,666

老人保健拠出金 264 246 246 194 123

介護納付金 3,076,928 3,128,037 2,822,603 2,661,418 2,591,507

共同事業拠出金 5,275,977 5,350,656 12,979,847 13,260,263 12,795,665

保健事業費 213,693 232,649 269,876 282,627 265,143

その他の支出 759,931 467,010 393,884 255,734 257,569

計 50,991,406 51,117,353 59,251,136 58,377,492 57,081,262

歳入歳出差引額 2 214,597 3,594 12,674 752,285

歳
　
　
入

歳
　
　
出

      
       ≪保険年金課作成≫ 
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ク 実質単年度収支の推移 

 

〔表〕実質単年度収支の推移 

区 分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

歳入決算額 ① 50,991,408 51,331,950 59,254,730 58,390,166 57,833,547

歳出決算額 ② 50,991,406 51,117,353 59,251,136 58,377,492 57,081,262

国庫・支払基金
精 算 額
（ 前 年度 ） ③

394,413 405,348 331,005 54,035 183,136

国庫・支払基金
精 算 額
（ 本 年度 ） ④

405,348 331,005 54,035 183,136 725,860

一般会計繰入金
（法定外分）⑤

358,245 0 336,284 510,621 424,197

基 金 繰入 金 ⑥ 0 0 0 0 9,328

繰 越 金 ⑦ 3,595 2 597 3,594 674

実質単年度収支
*

△ 372,773 288,938 △ 56,317 △ 630,642 △ 224,638

（単位：千円）

 
＊ 実質単年度収支 = ①－②＋③－④－⑤－⑥－⑦（⑦基金への積立金は除く） 

  ≪保険年金課作成≫ 
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ケ 国保基金の推移 

   

〔図〕国保給付基金の保有額 
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    ≪保険年金課作成≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年度】 

【億円】 

平成 13 年度保有額： 

約 26 億 6 千万円 

平成 29 年度保有額： 

約 4 億 1 千万円 
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コ 保険者努力支援制度の取組状況 

    

〔表〕平成 30年度獲得点数 

 

満点 宇都宮市 (得点率) 栃木県 (得点率) 全国 (得点率)

790 点 400 点 50.6％ 430.68 点 54.5％ 401.21 点 46.79％ 

県内 15／25 位 全国 875／1741 位 

 

指標名

指標１
特定検診受診率・特定保健指導実施率・メタボ
該当者及び予備軍の減少率

150 点 0 点 0.0 ％

指標２ がん検診受診率・歯周疾患（病）検診受診率 55 点 25 点 45.5 ％

指標３ 糖尿病等の重症化予防の取組の実施状況 100 点 100 点 100.0 ％

指標４ 個人インセンティブ・分かりやすい情報提供 95 点 40 点 42.1 ％

指標５ 重複服薬者に対する取組の実施状況 35 点 35 点 100.0 ％

指標６ 後発医薬品の促進の取組・使用割合 75 点 50 点 66.7 ％

指標名

指標１ 収納率向上に関する取組の実施状況 100 点 0 点 0.0 ％

指標２ データヘルス計画策定状況 40 点 40 点 100.0 ％

指標３ 医療費通知の取組の実施状況 25 点 25 点 100.0 ％

指標４ 地域包括ケア推進の取組実施状況 25 点 13 点 52.0 ％

指標５ 第三者求償の取組の実施状況 40 点 32 点 80.0 ％

指標６ 適切かつ健全な事業運営の実施状況 50 点 40 点 80.0 ％

配点 獲得点 得点率

固有指標の実績

共通指標の実績
配点 獲得点 得点率

 

≪栃木県国保医療課作成≫ 
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  〔表〕平成 30 年度県内順位 

 

 

≪栃木県国保医療課作成≫ 
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サ 国保事業費納付金の状況 

  〔表〕平成 30 年度歳入・歳出予算の状況 

  

科　目 金　額　 科　目 金　額　

国民健康保険税 10,732,102 総務費 323,663

県支出金 35,021,179 保険給付費 34,718,721

繰入金 4,280,778 国民健康保険事業費納付金 14,419,401

その他(延滞金，第三者納付金等） 125,076 保健事業費 317,256

その他（還付金，還付加算金等） 79,951

合計 50,159,135 合計 49,858,992

歳　入 歳　出

※歳入と歳出の差額（約３億円）については人件費 

     ≪保険年金課作成≫ 

 

     〔図〕平成 30年度本市国保特別会計のイメージ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ≪保険年金課作成≫ 

   

     〔図〕平成 30年度 各市町納付金算定結果（一般分） 

宇都宮市 栃木県 市／県 

14,374,967,719 円 56,803,019,619 円 25.31％ 

      ≪保険年金課作成≫ 

 

（単位：千円） 

歳出

保健事業費

その他の給付費

保険給付費
保険給付費交付金

（新設）

保

険

者

努

力

支

援

制

度

分

一般会計繰入金(法定内)

歳入

事業費納付金

過年度保険税収

保険税収入

一般会計繰入金(法定外)

事務費

納付金に応じ た税率を設定県が決定
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取組 成果

収納率向上に向けた取組の推進 ・ 口座振替の加入促進

（滞納整理に取り組む職員の育成，滞納者の財産調査を ・ 納税環境の整備

含めた早期の実態調査及び滞納世帯が抱える事情の把 ・ 納税催告ｾﾝﾀｰの活用

握等） ・ 電話催告

１① L・S ・ 臨戸訪問

・ 休日納税相談

・ 文書催告

・ 資格証，短期証の交付

・ 滞納処分の強化

・ 特別収納対策室との連携

３④ J・K ・ ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品の普及促進

２①～２④ P・R ・ ﾚｾﾌﾟﾄ点検の推進

N ・ 医療費通知の充実

３⑤ I ・ 適正受診の推進

３⑥ G ・ 健康づくり支援事業の推進

３⑥・４② O ※ 地域包括ケアの推進

Q 適用の適正化状況

居所不明被保険者調査 ○

所得未申告世帯調査 ○

国年被保険者情報を活用した適用の適正化 ○

R 給付の適正化状況

レセプト点検の充実・強化 △

一部負担金の適切な運営 ○

T その他

国保従事職員の研修状況 ○

国保運営協議会の体制強化 ○

事務の標準化，効率化・コスト削減，広域化 ×

Ａ　栃木県国民健康保険運営方針 Ｂ　保険者努力支援制度 Ｃ　第２次宇都宮市国保経営改革プラン
施策 達成基準 評価（H30） 施策の方向 Ａ Ｂ 施策イメージ （現行計画ベース）

１
税
徴
収
の
適
正
実
施

①

保
健
者
共
通
の
指
標

Ａ 特定健診受診率 ×
国民健康保険
(制度・事業)の
理解促進

情報発信 ・ 国民健康保険情報等の発信

Ｂ 特定保健指導実施率 ×

保
険
税
収
納
率
の
向
上

納期内納付の推進

Ｃ メタボリックシンドローム該当者　及び予備軍の減少率 ×
早期納付の推進

Ｄ がん検診受診率 ×

納税相談機会の拡充２
保
険
給
付
の
適
正
実
施

① 保険給付の点検，事後調整（不当利得等） Ｅ 歯周疾患（病）検診を実施しているか ○

② 療養費（柔道整復，海外療養費等）の支給適正化 Ｆ 糖尿病等の重症化予防の取組の実施状況 ○ 滞納者への指導強化

③ 第三者求償の取組強化 Ｇ 個人インセンティブの提供の実施 △ 資格の適正化 Q ・ 二重資格者の解消

④ 高額療養費の多数回該当の取扱 Ｈ 個人への分かりやすい情報提供の実施 ○

医
療
費
の
適
正
化

医療費の適正化

３
医
療
費
適
正
化
の
取
組

① 特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の向上 Ｉ 重複服薬者に対する取組の実施状況 ○

②
データヘルス計画の策定とＰＤＣＡサイクルに基づく効率
的・効果的な保健事業の実施に向けた取組

Ｊ 後発医薬品の促進の取組 ○

△

保
健
事
業
の
推
進

３①
A・B・
C・D・

H
・

特定健康診査・保健指導の推
進

３③ E・F
ヘルスプランうつのみや事業の
推進

×保険税収納率

③ 糖尿病等生活習慣病重症化予防に向けた取組 Ｋ 後発医薬品の使用割合

⑤
適切な受療行動（重複・頻回受診等の是正）に向けた取
組

Ｍ データヘルス計画策定状況 ○

④ 後発医薬品の使用促進に関する取組

国
保
固
有
の
指
標

Ｌ

S

制度改革への
対応

業務改革の推進
４①・
４③

T ・ 事務の効率化

⑥
その他医療費適正化に向けた取組
（インセンティブの提供，地域包括ケアシステム等）

Ｎ 医療費通知の取組の実施状況 ○

４
そ
の
他
の
取
組

① 国保事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する取組 Ｏ 地域包括ケア推進の取組の実施状況 △

②
保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策とその
他関連施策との連携に関する取組

P 第三者求償の取組の実施状況 △

③
上記事項実施のために必要な関係市町相互間の連絡調
整その他都道府県が必要と認める取組

保険税収納率の確保・向上 ○

健康づくりを支える
環境の充実

・

生活習慣病の
発症予防・重症化予
防

※ 評価（H30）欄 獲得点数の状況 ○⇒満点 △⇒一部得点 ×⇒０点

「（仮称）第２次国保経営改革プラン」への「栃木県国民健康保険運営方針」「保険者努力支援制度」の反映状況

◆「反映状況」について
反映させる必要のある「Ａ栃木県国民健康保険運営方針」及

び「Ｂ 保険者努力支援制度」の項目が，全て「Ｃ仮称）第２次

国保経営改革プラン」に含まれていることを確認。

全項目に対応

◇Ａ・Ｂの「網掛けの項目」について
・ 全ての項目を反映させることを基本としているが，事業として反映さ

せることが適当ではない項目については網掛けとなっている。

・ 網かけの項目については以下のとおり

「Ａ 栃木県国民健康保険運営方針」のうち，

３②⇒データヘルス計画は策定済であるとともに，事業ではない為

「Ｂ 保険者努力支援制度」のうち，

Ｍ⇒「Ａ」３②と同

Ｔ⇒内容が「被用者保険の代表委員を加えているか」であり，事業

ではない為

参考７

◇Ｃの施策イメージの項目「※地域包括ケアの推進」について
本項目は現行計画に計上していないが，第２次計画の施策として，「※地域

包括ケアの推進」を追加し，以下の取組を反映させることを想定。

「Ａ 栃木県国民健康保険運営方針」

３⑥（地域包括ケアシステム）， ４②（関連施策との連携）

「Ｂ 保険者努力支援制度」

Ｏ（地域包括ケア推進の取組の実施状況）

※ 計画の改定に当たり，制度改革の内容（Ａ・Ｂ）に即した取組を実施することが必要であることから，その反映状況（Ｃ）を確認するもの。
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協議第２号 

   国民健康保険税の課税限度額の見直しについて 

   

１ 課税限度額の趣旨 

保険税負担は，負担力に応じた公平なものである必要があるが，地方税法施

行令（以下「政令」という。）においては，受益との関連において，被保険者の

納付意欲に与える影響や，制度及び事業の円滑な運営を確保する観点から，被

保険者の保険料（税）負担に一定の限度を設けており，その範囲内で市町村は

課税限度額を設定している。（本市の 30 年度課税限度額は 89 万円：医療保険分

54 万円，後期高齢者支援金分 19 万円，介護納付金分 16 万円） 

 

２ 課税限度額の政令改正動向 …参 考 

〔平成 27 年度税制改正（平成 27 年 3 月 31 日施行令公布 4 月 1 日施行）〕 

・医療保険分（基礎課税額）を 51 万円から 52 万円に引上げる。 

・後期高齢者支援金分を 16 万円から 17 万円に引上げる。 

・介護納付金分を 14 万円から 16 万円に引き上げる。  合計 85 万円 

 

〔平成 28 年度税制改正（平成 28 年 3 月 31 日施行令公布 4 月 1 日施行）〕 

「保険税負担の格差是正に取り組むとの観点から，限度額超過世帯の割合が

当面は１.５％に近づくよう段階的に引き上げていく。」 

・医療保険分を 52 万円から 54 万円に引上げる。 

・後期高齢者支援金分を 17 万円から 19 万円に引上げる。  

・介護納付金分は 16 万円で据え置き。        合計 89 万円 

 

〔平成 30 年度税制改正（平成 30 年 3 月 31 日施行令公布 4 月 1 日施行）〕 

「被用者保険における 高等級に該当する被保険者の割合とのバランスを考

慮し，限度額超過世帯の割合が当面は１.５％に近づくよう段階的に引き上げ

ていく。」 

・医療保険分を 54 万円から 58 万円に引上げる。      

・後期高齢者支援金分は 19 万円で据え置き。  

・介護納付金分は 16 万円で据え置き。        合計 93 万円 

 

協議第２号 
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３ 本市の課税限度額見直しについての考え方 …参 考 

・ 平成２９年度の市長への答申において，課税限度額の政令改正がされた場合

には，本市国民健康保険税の課税限度額の見直しを検討することとされている。 

・ 課税限度額を超える高所得世帯については，中低所得世帯に比べて所得に対

する負担割合が低く抑えられている状態であり，限度額の引き上げにより，高

所得世帯の負担能力に応じた賦課となり負担の公平が図られる。 

・ こうしたことから，本市では，原則，政令の課税限度額が改定された翌年度

に本市の限度額を引き上げ，政令と同額としてきた。 

※平成３０年度現在，中核市５４市中４４市（約８１%）が政令と同じ限度額

の９３万円である。 

 

４ 対応（案）  

 ◎課税限度額を見直し，政令と同額に引き上げる。 

・ 高所得者の負担増とはなるが，応能負担の考え方や公平性の確保の観点か

ら，政令の課税限度額まで引き上げを行う。 

 

≪課税限度額の見直しに伴う影響≫ …別 紙 

・ 影響を受ける世帯数 →１,３００世帯余 

全世帯（７３,７２４世帯）の約１.８％ 

・ 対象世帯への影響額 →１世帯平均 約３７,０００円の増加 

・ 調定額（全体）への影響額 →約５０,０００千円の増加 

 

【図】限度額の見直しに伴い影響を受ける世帯イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

限度額見直しの 
影響を受ける世帯数 

１,３００世帯余 
限度額９３万円 
限度額８９万円 

９３万円限度額
到 達 世 帯

限度額見直しの 
影響を受けない世帯数 
７２,４００世帯余 

見直し 
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【表１】 課税限度額の見直しと限度額超過世帯割合の状況（H30 全国推計） 

区分 
改正前 改正後 

国の方針
限度額 超過世帯割合 限度額 超過世帯割合 

医療分 ５４万円 2.69% ５８万円 2.36% 

1.5％ 後期分 １９万円 2.05% １９万円 2.05% 

介護分 １６万円 2.35% １６万円 2.35% 

計 ８９万円   ９３万円    

「社会保障審議会医療保険部会」資料から

※医療・後期・介護の各区分で限度額超過する世帯割合のバランスを考慮し， 
医療を引上げ，後期分・介護分は据え置いた。 

※限度額超過世帯の割合が当面は１.５％に近づくよう段階的に引き上げる方

針を国が示している。 

 

 

【表２】 課税限度額改定の経緯（平成２０年度以降） 

（万円） 

年度 

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分 

地方税法 

施行令改正 
宇都宮市 

地方税法 

施行令改正
宇都宮市

地方税法

施行令改正
宇都宮市

Ｈ２０※ ４７ ４７ １２ １２ 〃 〃 

Ｈ２１ 〃 〃 〃 〃 １０ 〃 

Ｈ２２ ５０ 〃 １３ 〃 〃 １０ 

Ｈ２３ ５１ ５０ １４ １３ １２ 〃 

Ｈ２４ 〃 ５１ 〃 １４ 〃 １２ 

Ｈ２５ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

Ｈ２６ 〃 〃 １６ 〃 １４ 〃 

Ｈ２７ ５２ 〃 １７ １６ １６ １４ 

Ｈ２８ ５４ ５２ １９ １７ 〃 １６ 

Ｈ２９ 〃 ５４ 〃 １９ 〃 〃 

Ｈ３０ ５８ 〃 〃 〃 〃 〃 

Ｈ３１案  ５８  〃  〃 

※後期高齢者支援金分は平成 20年 4月創設 

○ 本市では，後期高齢者医療制度が創設された平成２０年度を除き，従来，地方税

法施行令の課税限度額（課税の上限額）が改定された翌年度に，本市の課税限度額

を引き上げ，政令と同額としてきた。 

○ 平成３０年度の本市の課税限度額は，今回の政令改正前の額（89 万円） 

参 考 
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課税限度額に到達する所得額

※モデルケース（世帯内被保険者数：１人～３人）において，
　課税限度額に到達する所得額（給与収入換算額）を試算。

（万円）

医療分 後期分 介護分

所得額 ８１２ ７１２ ７２５

（給与収入額換算） （１，０３２） （９２５） （９３９）

所得額 ８７５

（給与収入額換算） （１，０９５）

所得額 ７７１ ６７３ ６７４

（給与収入額換算） （９９０） （８８２） （８８３）

所得額 ８３４

（給与収入額換算） （１，０５４）

所得額 ７３１ ６３５ ６２３

（給与収入額換算） （９４６） （８３９） （８２６）

所得額 ７９３

（給与収入額換算） （１，０１３）

（例）　２人世帯の場合，

　・医療分は所得７７１万円で限度額となっていたが，８３４万円に引き上げ。

　※所得７７１万円（給与収入９９０万円）以上の世帯が影響を受ける。

モデルケース 区分

現行
８９万円

改定試算
９３万円

課税限度額到達所得金額
（給与収入換算額）

１人世帯

〃

〃〃

〃

〃

現行
８９万円

改定試算
９３万円

現行
８９万円

改定試算
９３万円

２人世帯

３人世帯

〃

別 紙
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〔モデルケースにおける課税額の比較〕
（単位：円）

課税額
対所得
比率

課税額
対所得
比率

医 437,300 医 437,300

後 174,300 後 174,300

介 144,600 介 144,600

医 500,900 医 500,900

後 190,000 後 190,000

介 160,000 介 160,000

医 540,000 医 564,500

後 190,000 後 190,000

介 160,000 介 160,000

医 463,200 医 463,200

後 184,100 後 184,100

介 155,100 介 155,100

医 526,800 医 526,800

後 190,000 後 190,000

介 160,000 介 160,000

医 540,000 医 580,000

後 190,000 後 190,000

介 160,000 介 160,000

医 489,100 医 489,100

後 190,000 後 190,000

介 160,000 介 160,000

医 540,000 医 552,700

後 190,000 後 190,000

介 160,000 介 160,000

医 540,000 医 580,000

後 190,000 後 190,000

介 160,000 介 160,000
　　※網掛けは限度額到達分

限度額の引き上げにより

11.9 902,700 12.0 12,700

８５０万円 890,000 10.5 930,000 10.9 40,000

　①所得６５０万円のどの世帯でも，税額の変更はない。
　②所得７５０万円の１人２人世帯では税額の変更はないが，３人世帯では医療分が増額になる。
　③所得８５０万円のどの世帯も医療分の課税額が増え，２人３人世帯では全体額で限度額に到達する。
　④所得額が大きいほど対所得比率が増え，所得の大小による比率の差が小さくなっている。

12.9 0

７５０万円 890,000３人世帯

６５０万円 839,100 12.9 839,100

８５０万円 890,000 10.5 930,000 10.9

11.7 876,800 11.7 0

40,000

10.8 24,500

２人世帯

６５０万円 802,400 12.3 802,400 12.3 0

７５０万円

１人世帯

８５０万円 890,000 10.5 914,500

876,800

0

７５０万円 850,900 11.4 850,900 11.4 0

６５０万円 756,200 11.6 756,200 11.6

世帯内
被保険者数

所得額

改定試算（８９万円） 改定試算（９３万円）
税額の増分
　（ 大
　　４万円）区分ごとの

税額
区分ごとの

税額
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